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平成２７年第１回鞍手町議会定例会議事日程 

 

３月１９日 午後１時開議 

第４号 

日程第１ 議案第６号 鞍手町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例 

（民生産業委員長報告） 

日程第２ 議案第20号 鞍手町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

（民生産業委員長報告） 

日程第３ 議案第21号 鞍手町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

（民生産業委員長報告） 

日程第４ 議案第22号 鞍手町営住宅管理条例の一部を改正する条例 

（民生産業委員長報告） 

日程第５ 議案第23号 鞍手町改良住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例 

（民生産業委員長報告） 

日程第６ 議案第24号 鞍手町保育所設置条例の一部を改正する条例 

（民生産業委員長報告） 

日程第７ 議案第32号 平成２６年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 

（民生産業委員長報告） 

日程第８ 議案第33号 平成２６年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

  （民生産業委員長報告） 

日程第９ 議案第35号 平成２６年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計補正予算 

（第２号）                                      （民生産業委員長報告） 

日程第10 議案第36号 平成２６年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別会計補正予算（第３号) 

（民生産業委員長報告） 

日程第11 議案第49号 鞍手町営葬斎場の指定管理者の指定 

（民生産業委員長報告） 

日程第12 議案第50号 鞍手町衛生センターの指定管理者の指定 

（民生産業委員長報告） 

日程第13 議案第48号 鞍手町道路線の認定 

（民生産業委員長報告） 

日程第14 議案第３号 過疎地域自立促進計画の変更 

（総務文教委員長報告） 

日程第15 議案第４号 議会の議決事件に関する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第16 議案第５号 鞍手町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第17 議案第７号 鞍手町表彰条例の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第18 議案第８号 鞍手町課室設置条例の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第19 議案第９号 鞍手町附属機関設置条例の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

 



 

 

 

 

 

日程第20 議案第10号 鞍手町行政手続条例の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第21 議案第11号 鞍手町職員定数条例の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第22 議案第12号 鞍手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の 

一部を改正する条例              （総務文教委員長報告） 

日程第23 議案第13号 鞍手町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第24 議案第14号 鞍手町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第25 議案第15号 鞍手町特別職職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第26 議案第16号 鞍手町特別職職員退職手当支給条例等の特例を定める条例の一部を改正 

する条例                                      （総務文教委員長報告） 

日程第27 議案第17号 鞍手町職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第28 議案第18号 鞍手町職員退職手当基金条例の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第29 議案第19号 鞍手町土地開発基金条例の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第30 議案第25号 鞍手都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第31 議案第26号 鞍手町体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第32 議案第27号 鞍手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の 

特例を定める条例を廃止する条例                （総務文教委員長報告） 

日程第33 議案第28号 鞍手町特別職の職員の給与に関する条例等の特例を定める条例を廃止 

する条例                                      （総務文教委員長報告） 

日程第34 議案第29号 鞍手町特別職の職員等の期末手当の特例に関する条例を廃止する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第35 議案第30号 鞍手町一般職職員等の給与の特例に関する条例を廃止する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第36 議案第31号 平成２６年度鞍手町一般会計補正予算（第５号） 

（総務文教委員長報告） 

日程第37 議案第34号 平成２６年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

（総務文教委員長報告） 

日程第38 議案第37号 平成２６年度地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計補正予算 

（第２号）                                      （総務文教委員長報告） 



 

 

 

 

 

日程第39 議案第51号 財産の取得（追認） 

（総務文教委員長報告） 

日程第40 議案第52号 財産の取得（追認） 

（総務文教委員長報告） 

日程第41 議案第38号 平成２７年度鞍手町一般会計予算 

（予算特別委員長報告） 

日程第42 議案第39号 平成２７年度鞍手町国民健康保険事業特別会計予算 

（民生産業委員長報告） 

日程第43 議案第40号 平成２７年度鞍手町後期高齢者医療特別会計予算 

（民生産業委員長報告）  

日程第44 議案第41号 平成２７年度鞍手町住宅新築資金等特別会計予算 

（民生産業委員長報告） 

日程第45 議案第43号 平成２７年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計予算 

（民生産業委員長報告） 

日程第46 議案第44号 平成２７年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費 

特別会計予算                                  （民生産業委員長報告） 

日程第47 議案第45号 平成２７年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別会計予算 

（民生産業委員長報告） 

日程第48 議案第42号 平成２７年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計予算 

（総務文教委員長報告） 

日程第49 議案第46号 平成２７年度地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計予算 

（総務文教委員長報告） 

日程第50 議案第47号 平成２７年度鞍手町水道事業会計予算 

（総務文教委員長報告） 

日程第51 発委第１号 鞍手町議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

日程第52 閉会中の継続事件  
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平成２７年３月１９日（第４日） 
開議  １３時００分 

○議長 川野 高實君  
 これから本日の会議を開きます。 
 日程はお手元に配布のとおりです。 
 町長から３月９日の会議における発言について、会議規則第６３条の規定によって、お手

元に配布しました発言取り消し申し出書に記載した部分を取り消したいとの申し出がありま

した。 
 お諮りします。 
 これを許可することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  
 異議なしと認めます。よって町長からの発言の取り消しの申し出を許可することに決定い

たしました。 
 これより日程に入ります。 
 日程第１ 議案第６号から、日程第１３ 議案第４８号までの１３件を一括して議題とし

ます。 
 本案は、民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めます。  
 栗田民生産業委員長。  
○１３番 栗田 幸則君  
 民生産業委員会の議案審査報告をいたします。 
 議案第６号 鞍手町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例。 
 議案第２０号 鞍手町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。 
 議案第２１号 鞍手町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。 
 議案第２２号 鞍手町営住宅管理条例の一部を改正する条例。 
 議案第２３号 鞍手町改良住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例。 
 議案第２４号 鞍手町保育所設置条例の一部を改正する条例。 
 議案第３２号 平成２６年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）。 
 議案第３３号 平成２６年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。 
 議案第３５号 平成２６年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計補正予算（第２

号） 
 議案第３６号 平成２６年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別会計補正予算（第３号）。 
 議案第４９号 鞍手町営葬祭場の指定管理者の指定。 
 議案第５０号 鞍手町衛生センターの指定管理者の指定。 
 本委員会は、３月１１日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  
 次に、議案第４８号 鞍手町道路線の認定。  
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 本委員会は、３月１１日に付託された上記の議案を審査の結果、原案を認定すべきものと

決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。 
○議長 川野 高實君  
 これから委員長報告に対する質疑を行います｡ 
 議案第６号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第２０号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第２１号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第２２号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第２３号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第２４号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第３２号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第３３号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第３５号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第３６号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第４９号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第５０号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第４８号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 
 議案第６号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり） 
討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 次に、議案第２０号について、討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第２１号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 次に、議案第２２号について、討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第２３号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 次に、議案第２４号について、討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第３２号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 次に、議案第３３号について、討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第３５号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 次に、議案第３６号について、討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 
討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 次に、議案第４９号について、討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第５０号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 次に、議案第４８号について、討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 これから採決を行います。 
 議案第６号 鞍手町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例を採決

します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第６号は委員長報告のとおり可決されました。   
 次に、議案第２０号 鞍手町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を採

決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第２０号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第２１号 鞍手町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第２１号は委員長報告のとおり可決されました。   
 次に、議案第２２号 鞍手町営住宅管理条例の一部を改正する条例を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第２２号は委員長報告のとおり可決されました。   
 次に、議案第２３号 鞍手町改良住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例を採決しま
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す。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第２３号は委員長報告のとおり可決されました。   
 次に、議案第２４号 鞍手町保育所設置条例の一部を改正する条例を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第２４号は委員長報告のとおり可決されました。   
 次に、議案第３２号 平成２６年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）

を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第３２号は委員長報告のとおり可決されました。   
 次に、議案第３３号 平成２６年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を

採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第３３号は委員長報告のとおり可決されました。   
 次に、議案第３５号 平成２６年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計補正予算

（第２号）を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第３５号は委員長報告のとおり可決されました。   
 次に、議案第３６号 平成２６年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別会計補正予算（第

３号）を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第３６号は委員長報告のとおり可決されました。   
 次に、議案第４９号 鞍手町営葬祭場の指定管理者の指定を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 
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本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第４９号は委員長報告のとおり可決されました。   
 次に、議案第５０号 鞍手町衛生センターの指定管理者の指定を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第５０号は委員長報告のとおり可決されました。   
 次に、議案第４８号 鞍手町道路線の認定を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第４８号は委員長報告のとおり認定されました。   
 次に進みます。 
 日程第１４ 議案第３号から日程第４０ 議案第５２号までの２７件を一括して議題とし

ます。 
 本案は、総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。  

原総務文教委員長。 
○６番 原  哲也君  
 総務文教委員会の議案審査報告をいたします。 
 議案第３号 過疎地域自立促進計画の変更。  
 議案第４号 議会の議決事件に関する条例。  
 議案第５号 鞍手町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例。 
 議案第７号 鞍手町表彰条例の一部を改正する条例。 
 議案第８号 鞍手町課室設置条例の一部を改正する条例。 
 議案第９号 鞍手町附属機関設置条例の一部を改正する条例。 
 議案第１０号 鞍手町行政手続条例の一部を改正する条例。 
 議案第１１号 鞍手町職員定数条例の一部を改正する条例。 
 議案第１２号 鞍手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例。 
 議案第１３号 鞍手町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 
 議案第１４号 鞍手町一般職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例。 
 議案第１５号 鞍手町特別職職員退職手当支給条例の一部を改正する条例。 
 議案第１６号 鞍手町特別職職員退職手当支給条例等の特例を定める条例の一部を改正す

る条例。 
 議案第１７号 鞍手町職員退職手当支給条例の一部を改正する条例。 
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 議案第１８号 鞍手町職員退職手当基金条例の一部を改正する条例。 
 議案第１９号 鞍手町土地開発基金条例の一部を改正する条例。 
 議案第２５号 鞍手都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例。  
 議案第２６号 鞍手町体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。 
 議案第２７号 鞍手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の特

例を定める条例を廃止する条例。 
 議案第２８号 鞍手町特別職の職員の給与に関する条例等の特例を定める条例を廃止する

条例。 
 議案第２９号 鞍手町特別職の職員等の期末手当の特例に関する条例を廃止する条例。 
 議案第３０号 鞍手町一般職職員等の給与の特例に関する条例を廃止する条例。 
 議案第３１号 平成２６年度鞍手町一般会計補正予算（第５号）。 
 議案第３４号 平成２６年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）。 
 議案第３７号 平成２６年度地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計補正予算（第２

号）。 
 議案第５１号 財産の取得（追認）。 
 議案第５２号 財産の取得（追認）。 
 本委員会は、３月１１日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告いたします。 
○議長 川野 高實君  
 これから、委員長報告に対する質疑を行います。 
 議案第３号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第４号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第５号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第７号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第８号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第９号について質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第１０号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第１１号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第１２号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第１３号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第１４号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第１５号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第１６号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第１７号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第１８号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第１９号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第２５号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第２６号について質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第２７号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第２８号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第２９号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第３０号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第３１号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第３４号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第３７号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第５１号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第５２号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 
 議案第３号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第４号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 次に、議案第５号について、討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第７号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第８号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第９号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第１０号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第１１号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第１２号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第１３号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第１４号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第１５号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第１６号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第１７号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 



 11 

 次に、議案第１８号について、討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第１９号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第２５号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第２６号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第２７号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第２８号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第２９号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第３０号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第３１号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第３４号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第３７号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第５１号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 次に、議案第５２号について、討論はありませんか。 
（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 これから採決を行います。 
 議案第３号 過疎地域自立促進計画の変更を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第３号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第４号 議会の議決事件に関する条例を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第４号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第５号 鞍手町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条

例を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第５号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第７号 鞍手町表彰条例の一部を改正する条例を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第７号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第８号 鞍手町課室設置条例の一部を改正する条例を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第８号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第９号 鞍手町附属機関設置条例の一部を改正する条例を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第９号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第１０号 鞍手町行政手続き条例の一部を改正する条例を採決します。 
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 本案に対する委員長の報告は可決であります。 
本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり） 
挙手多数です。よって議案第１０号は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１１号 鞍手町職員定数条例の一部を改正する条例を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第１１号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第１２号 鞍手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第１２号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第１３号 鞍手町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を採

決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第１３号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第１４号 鞍手町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を

採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第１４号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第１５号 鞍手町特別職職員退職手当支給条例の一部を改正する条例を採決し

ます。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第１５号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第１６号 鞍手町特別職職員退職手当支給条例等の特例を定める条例の一部を

改正する条例を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 
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本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第１６号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第１７号 鞍手町職員退職手当支給条例の一部を改正する条例を採決します。  
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第１７号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第１８号 鞍手町職員退職手当基金条例の一部を改正する条例を採決します。  
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第１８号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第１９号 鞍手町土地開発基金条例の一部を改正する条例を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第１９号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第２５号 鞍手都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する

条例を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第２５号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第２６号 鞍手町体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第２６号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第２７号 鞍手町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の特例を定める条例を廃止する条例を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第２７号は委員長報告のとおり可決されました。 
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 次に、議案第２８号 鞍手町特別職の職員の給与に関する条例等の特例定める条例を廃止

する条例を採決します。  
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第２８号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第２９号 鞍手町特別職の職員等の期末手当の特例に関する条例を廃止する条

例を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第２９号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第３０号 鞍手町一般職職員等の給与の特例に関する条例を廃止する条例を採

決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第３０号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第３１号 平成２６年度鞍手町一般会計補正予算（第５号）を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第３１号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第３４号 平成２６年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第

４号）を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第３４号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第３７号 平成２６年度地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計補正予算

（第２号）を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第３７号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に、議案第５１号 財産の取得（追認）を採決します。 
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 本案に対する委員長の報告は可決であります。 
本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり） 
挙手多数です。よって議案第５１号は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第５２号 財産の取得（追認）を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第５２号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に進みます。 
 日程第４１ 議案第３８号を議題とします。  
 本案は、予算特別委員会に付託していましたので、予算特別委員長の審査報告を求めます。  
 久保田予算特別委員長。 
○９番 久保田 正之君  
 予算特別委員会の議案審査報告をいたします。 
 議案第３８号 平成２７年度鞍手町一般会計予算。 
 本委員会は、３月１１日に付託された上記の議案を審査の結果、原案を可決すべきものと

決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。 
○議長 川野 高實君  
 これから、委員長報告に対する質疑を行います。 
 議案第３８号について、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 
 議案第３８号について、討論はありませんか。 
 宇田川亮君。 
○１１番 宇田川 亮君  
 議案第３８号 平成２７年度鞍手町一般会計予算に対し、日本共産党を代表して反対討論

を行います。 
 安倍政権の暴走ぶりは、新年度政府予算でも社会保障を切り捨て、大企業減税、大軍拡の

三悪予算というところにその特徴が現れています。中でも、社会保障費の削減が、介護報酬

の削減、生活保護費の削減、病床削減の推進など、ストレートに自治体の福祉政策に大きく

影響してきます。自治体が悪政の下請け機関になるのか、住民を守る防波堤になるのかが問

われてきます。 
 経済情勢の特徴の１つは、昨年４月の消費税率引き上げと円安による物価上昇によって、

購買力が３．１％低下するなど、深刻な景気の悪化が生じています。  
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 ２つ目は、アベノミクスが、大企業や一部の富裕層には大きな恩恵をもたらしたものの、

国民には恩恵どころか、苦しみを強いるものであり、格差をますます広げるだけになってい

ることです。 
 平成２７年度鞍手町一般会計予算は、基本的には政府予算に追随する予算となっています。

そういった中、子どもの医療費無料化の拡大や国保会計への法定外繰り入れ、補正での新年

度予算の前倒しによる地域振興券の拡充など、歓迎される予算も含まれています。 
 しかしながら、高すぎる国保税やゴミ袋料金の引き下げ、保育料の負担軽減などは考えら

れていません。同和関係予算は全く変わっておらず、税の公平性も保たれていません。 
 こういった問題点の解決策を示し、国保税やゴミ袋料金の値下げ、さらなる子育て支援な

ど、町民の暮らしと営業を応援する予算に組み換えていくことを求めて反対討論を終わりま

す。 
○議長 川野 高實君  
 他に討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 これで討論を終わります。 
 これから採決を行います。 
 議案第３８号 平成２７年度鞍手町一般会計予算を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。   
（「挙手」あり） 

 挙手多数です。よって議案第３８号は委員長報告のとおり可決されました。 
 次に進みます。 
 日程第４２ 議案第３９号から日程第４７ 議案第４５号までの６件を一括して議題とし

ます。 
 本案は、民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めます。  
 栗田民生産業委員長。  
○１３番 栗田 幸則君  
 民生産業委員会の議案審査報告をいたします。 
 議案第３９号 平成２７年度鞍手町国民健康保険事業特別会計予算。 
 議案第４０号 平成２７年度鞍手町後期高齢者医療特別会計予算。  
 議案第４１号 平成２７年度鞍手町住宅新築資金等特別会計予算。  
 議案第４３号 平成２７年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計予算。 
 議案第４４号 平成２７年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特別会計

予算。 
 議案第４５号 平成２７年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別会計予算。 
 本委員会は、３月１１日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべ
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きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  
○議長 川野 高實君  
 これから、委員長報告に対する質疑を行います。 
 議案第３９号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第４０号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第４１号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第４３号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第４４号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第４５号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 
 議案第３９号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第４０号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第４１号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第４３号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第４４号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第４５号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 これから採決を行います。 
 議案第３９号 平成２７年度鞍手町国民健康保険事業特別会計予算を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第３９号は委員長報告のとおり可決されました。   
次に、議案第４０号 平成２７年度鞍手町後期高齢者医療特別会計予算を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 
本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり） 
挙手多数です。よって議案第４０号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第４１号 平成２７年度鞍手町住宅新築資金等特別会計予算を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第４１号は委員長報告のとおり可決されました。   
 次に、議案第４３号 平成２７年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計予算を採

決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第４３号は委員長報告のとおり可決されました。   
 次に、議案第４４号 平成２７年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特

別会計予算を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第４４号は委員長報告のとおり可決されました。   
 次に、議案第４５号 平成２７年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別会計予算を採決

します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
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（「挙手」あり） 
挙手多数です。よって議案第４５号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に進みます。 
 日程第４８ 議案第４２号から日程第５０ 議案第４７号までの３件を一括して議題とし

ます。 
 本案は、総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。  
 原総務文教委員長。 
○６番 原  哲也君  
 総務文教委員会の議案審査報告をいたします。 
 議案第４２号 平成２７年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計予算。 
 議案第４６号 平成２７年度地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計予算。 
 議案第４７号 平成２７年度鞍手町水道事業会計予算。 
 本委員会は、３月１１日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  
○議長 川野 高實君  
 これから、委員長報告に対する質疑を行います。 
 議案第４２号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第４６号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 次に、議案第４７号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。 
 議案第４２号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第４６号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 次に、議案第４７号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 これから採決を行います。 
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議案第４２号 平成２７年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計予算を採決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第４２号は委員長報告のとおり可決されました。 
次に、議案第４６号 平成２７年度地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計予算を採

決します。 
 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第４６号は委員長報告のとおり可決されました。 
次に、議案第４７号 平成２７年度鞍手町水道事業会計予算を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 
本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり） 
挙手多数です。よって議案第４７号は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に進みます。 
 日程第５１ 発委第１号を議題とします。 
 提案理由の説明を求めます。 
 宇田川議会運営委員長。 
○１１番 宇田川 亮君  
 発委第１号 鞍手町議会委員会条例の一部を改正する条例。 
 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 
 平成２７年３月１９日提出。 
 議会運営委員会委員長 宇田川亮君。 
 提案理由 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６

号）と併せ地方自治法（昭和２２年法律第６７号第１２１条）が改正されたことにともない、

条例を改正する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。以上です。 
○議長 川野 高實君  
 これから質疑を行います。 
 発委第１号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。  

発委第１号について、討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 
討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
これから採決を行います。 
発委第１号 鞍手町議会委員会条例の一部を改正する条例を採決します。 
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（「挙手」あり） 
挙手多数です。よって発委第１号は原案のとおり可決されました。 
次に、日程第５２ 閉会中の継続事件を議題とします。 
各委員長から目下審査する事件について 会議規則第７４条の規定に基づき、お手元に配

布しましたとおり、閉会中の継続審査の申し出があっております。 
お諮りします。 
各委員長の申し出のとおり、継続審査することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）  
異議なしと認めます。よって委員長から申し出のとおり継続審査することに決定しました。 
これで本日の日程は全部終了しました。 
これをもって、平成２７年第１回定例会を閉会します。 

閉会 １４時００分 
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